
 

 

令和７年度第２回四街道市国民健康保険運営協議会 

次第 

 

日 時 令和７年１１月１１日(火) 

午後１時～ 

場 所  四街道市保健センター３階第２会議室 

    

 

１．開 会 

２．会長挨拶 

３．議題  

（1）令和７年度四街道市国民健康保険特別会計の決算見込みについて（報告）【資料１】 

（2）四街道市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則について（報告） 

【資料２－１、２－２】 

（3）四街道市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則について（報告） 

【資料３－１、３－２】 

４．その他 

５．閉 会 



令和７年度国民健康保険特別会計の決算見込みについて
（単位：千円）

項　目 ＼ 年　度 令和７年度当初予算
令和７年度
決算見込

対前年度増減率
（令和6年度決算：

令和7年度決算見込）

対当初予算増減率
（令和7年度当初予算；
令和7年度決算見込）

1 国民健康保険税 1,850,812 1,851,612 -1.9% 0.0%

一般被保険者 1,720,944 1,730,076 -1.7% 0.5%

収納率 91.46% 91.01% -8.1% -0.5%

一般被保険者等 129,868 121,536 -3.7% -6.4%

収納率 15.67% 18.45% 5.5% 17.7%

2 国庫支出金 1 440 -72.3% 43,900.0%

3 県支出金 5,884,516 5,428,083 -2.1% -7.8%

4 一般会計繰入金 550,758 520,138 -0.4% -5.6%

保険基盤安定 416,425 401,995 -2.9% -3.5%

未就学児均等割 5,817 6,302 8.3% 8.3%

職員給与費等 63,127 54,856 12.2% -13.1%

出産育児一時 17,000 17,000 13.5% 0.0%

財政安定化支援 17,520 15,113 -13.7% -13.7%

産前産後保険税 1,046 784 -9.4% -25.0%

その他 29,823 24,088 19.9% -19.2%

5 国保財政調整基金繰入金 0 25,733 -40.5% -

6 繰越金 1 7,453 -                       745,200.0%

7 諸収入 21,012 18,852 -5.4% -10.3%

合　　計 8,307,100 7,852,311 -2.1% -5.5%

1 総務費 63,997 56,085 10.1% -12.4%

2 保険給付費 5,806,523 5,370,308 -1.4% -7.5%

一人当たり保険給付費 369 343 4.6% -7.2%

3 事業費納付金 2,343,452 2,343,452 -2.6% 0.0%

一人当たり事業費納付金 149 150 3.3% 0.3%

4 保健事業費 78,926 68,574 7.6% -13.1%

5 諸支出金 14,202 13,892 0.2% -2.2%

合　　計 8,307,100 7,852,311 -1.6% -5.5%

0 0

79,367 53,634 13.9% -32.4%

（単位：人）

(年度末) 15,510 15,157 -5.2% -2.3%

(年度平均) 15,722 15,667 -5.7% -0.3%

①
歳
　
入

現
年

滞
繰

②
歳
　
出

③収支差引

④国保財政調整基金

⑤被保険者数
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四街道市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則について 

（システム標準化に伴う標準化レイアウト様式への改正） 

 

改正の概要 

 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律により、地方公共団体における事務処

理の内容の共通性、住民の利便性の向上、地方行政運営の効率化の観点から、厚生労働

省にて国民健康保険等標準仕様書が策定されました。この標準仕様書に基づき、国民健康

保険システムの改正が行われ、併せて各制度の様式についても標準化様式へ改めるもので

す。 

 これに伴い、四街道市国民健康保険条例施行規則においては、一部の様式が改正となり

ました。 

 

 

改正様式 

別添 資料２－１「四街道市国民健康保険条例施行規則新旧対照表」参照 

 

 

施行期日 

令和７年１１月２５日 

（経過措置）改正前に様式により提出された申請等についても、当面の間、所要の調整をして

使用することができる。 

資料 ２－１ 



四街道市国民健康保険条例施行規則新旧対照表（第１条関係） 

改正案 現 行 

（療養費の支給申請） （療養費の支給申請） 

第19条 国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号。以下「法

施行規則」という。）第27条の規定により療養費の支給を受けようと

する者は、国民健康保険療養費支給申請書を市長に提出しなければな

らない。 

第19条 国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号。以下「法

施行規則」という。）第27条の規定により療養費の支給を受けようと

する者は、国民健康保険療養費支給申請書（様式第２号）を市長に提

出しなければならない。 

（療養費の支給決定等の通知） （療養費の支給決定等の通知） 

第20条 市長は、療養費の支給を決定したときは、支給決定通知書を、

不支給の決定をしたときは、不支給決定通知書を、速やかに、当該世

帯主に交付するものとする。 

第20条 市長は、療養費の支給を決定したときは、国民健康保険療養費

支給決定通知書（様式第３号）を、不支給の決定をしたときは、国民

健康保険療養費不支給決定通知書（様式第４号）を、速やかに、当該

世帯主に交付するものとする。 

（月間の高額療養費の支給申請） （月間の高額療養費の支給申請） 

第21条 法施行規則第27条の16の規定により高額療養費の支給を受けよ

うとする者は、国民健康保険高額療養費支給申請書を市長に提出しな

ければならない。ただし、市長が当該申請書の提出の必要がないと認

めるときは、この限りでない。 

第21条 法施行規則第27条の16の規定により高額療養費の支給を受けよ

うとする者は、国民健康保険高額療養費支給申請書（様式第５号）を

市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該申請書の提出の

必要がないと認めるときは、この限りでない。 

（月間の高額療養費の支給決定等の通知） （月間の高額療養費の支給決定等の通知） 

第22条 市長は、前条の規定による高額療養費の支給を決定したときは、

国民健康保険高額療養費支給決定通知書を、不支給の決定をしたとき

は、不支給決定通知書を、速やかに、当該世帯主に交付するものとす

る。 

第22条 市長は、前条の規定による高額療養費の支給を決定したときは、

国民健康保険高額療養費支給決定通知書（様式第６号）を、不支給の

決定をしたときは、国民健康保険高額療養費不支給決定通知書（様式

第７号）を、速やかに、当該世帯主に交付するものとする。 

（年間の高額療養費の支給申請等） （年間の高額療養費の支給申請等） 

第22条の２ 法施行規則第27条の17の２及び第27条の17の３の規定によ 第22条の２ 法施行規則第27条の17の２及び第27条の17の３の規定によ

資料 ２－２ 



り高額療養費の支給を受けようとする者又は自己負担額証明書の交付

を受けようとする者は、高額療養費（外来年間合算）支給申請書兼自

己負担額証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。ただし、

市長が当該申請書の提出の必要がないと認めるときは、この限りでな

い。 

り高額療養費の支給を受けようとする者又は自己負担額証明書の交付

を受けようとする者は、国民健康保険高額療養費（外来年間合算）支

給申請書兼自己負担額証明書交付申請書（様式第７号の２）を市長に

提出しなければならない。ただし、市長が当該申請書の提出の必要が

ないと認めるときは、この限りでない。 

（年間の高額療養費の支給決定等の通知） （年間の高額療養費の支給決定等の通知） 

第22条の３ 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、自己負担

額証明書の交付については、国民健康保険高額療養費（外来年間合算）

自己負担額証明書を、高額療養費の支給については、高額療養費（外

来年間合算）支給決定通知書を当該申請者に交付するものとする。 

第22条の３ 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、自己負担

額証明書の交付については、四街道市国民健康保険高額療養費（外来

年間合算）自己負担額証明書（様式第７号の３）を、高額療養費の支

給については、高額療養費（外来年間合算）支給（不支給）決定通知

書（様式第７号の４）を当該申請者に交付するものとする。 

（高額介護合算療養費の支給申請等） （高額介護合算療養費の支給申請等） 

第22条の４ 法施行規則第27条の26及び第27条の27の規定により高額介

護合算療養費の支給を受けようとする者又は自己負担額証明書の交付

を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担

額証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。 

第22条の４ 法施行規則第27条の26及び第27条の27の規定により高額介

護合算療養費の支給を受けようとする者又は自己負担額証明書の交付

を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担

額証明書交付申請書（様式第７号の５）を市長に提出しなければなら

ない。 

（高額介護合算療養費の支給決定等の通知） （高額介護合算療養費の支給決定等の通知） 

第22条の５ 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、自己負担

額証明書の交付については、国民健康保険自己負担額証明書を、高額

介護合算療養費等の支給については、高額介護合算療養費等支給決定

通知書を当該申請者に交付するものとする。 

第22条の５ 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、自己負担

額証明書の交付については、四街道市国民健康保険自己負担額証明書

（様式第７号の６）を、高額介護合算療養費等の支給については、高

額介護合算療養費支給（不支給）決定通知書（様式第７号の７）を当

該申請者に交付するものとする。 

（出産育児一時金の支給申請） （出産育児一時金の支給申請） 

第23条の２ 条例第６条の規定により出産育児一時金の支給を受けよう 第23条の２ 条例第６条の規定により出産育児一時金の支給を受けよう



とする者は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書を市長に提出し

なければならない。 

とする者は、出産育児一時金支給申請書（様式第８号）を市長に提出

しなければならない。 

（葬祭費の支給申請） （葬祭費の支給申請） 

第24条 条例第７条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、

国民健康保険葬祭費支給申請書を市長に提出しなければならない。 

第24条 条例第７条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、

葬祭費支給申請書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

（様式）  

第27条 この規則に定めのない書類の様式は、市長が別に定める。  

様式第２号から様式第９号まで 削除 様式第２号（第19条） 

 （略） 

 様式第３号（第20条） 

 （略） 

 様式第４号（第20条） 

 （略） 

 様式第５号（第21条） 

 （略） 

 様式第６号（第22条） 

 （略） 

 様式第７号（第22条） 

 （略） 

 様式第７号の２（第22条の２） 

 （略） 

 様式第７号の３（第22条の３） 

 （略） 



 様式第７号の４（第22条の３） 

 （略） 

 様式第７号の５（第22条の４） 

 （略） 

 様式第７号の６（第22条の５） 

 （略） 

 様式第７号の７（第22条の５） 

 （略） 

 様式第８号（第23条の２） 

 （略） 

 様式第９号（第24条） 

 （略） 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年11月25日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前のそれぞれの規則で定める改正前の各様式は、地方公共団体情報システム（地方公共団体情報システムの標準化に関する

法律（令和３年法律第40号）第２条第１項に規定するシステムをいう。）に市長が別に定める様式が登録されるまでの間は、なおその効力を有

する。 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の規定により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができ

る。 



（新） （旧）

資料２－２　（参考）様式新旧



（新） （旧）



（新） （旧）



（新） （旧）



（新） （旧）



（新）

（旧）



（新） （旧）



（新） （旧）



（新）

（旧）



（新） （旧）



（新） （旧）



（新） （旧）



（新） （旧）



四街道市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則 

について 

（システム標準化に伴う標準化レイアウト様式への改正） 

 

改正の概要 

 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律により、地方公共団体における事務処

理の内容の共通性、住民の利便性の向上、地方行政運営の効率化の観点から、厚生労働

省にて国民健康保険等標準仕様書が策定されました。この標準仕様書に基づき、国民健康

保険システムの改正が行われ、併せて各制度の様式についても標準化様式へ改めるもので

す。 

 これに伴い、四街道市国民健康保険税条例施行規則においては、一部の様式が改正とな

りました。 

 

 

改正様式 

別添 資料２－１「四街道市国民健康保険税条例施行規則新旧対照表」参照 

 

 

施行期日 

令和７年１１月２５日 

（経過措置）改正前に様式により提出された申請等についても、当面の間、所要の調整をして

使用することができる。 

資料 ３－１ 



四街道市国民健康保険税条例施行規則新旧対照表 

改正案 現 行 

（申告書） （申告書） 

第３条 条例第22条に規定する申告書は、国民健康保険税（料）に関す

る所得申告書による。 

第３条 条例第22条に規定する申告書は、国民健康保険税申告書（様式

第１号）による。 

（減額届書） （減額届書） 

第４条 条例第22条の３第１項に規定する届書は、産前産後期間に係る

国民健康保険税減額届書（様式第１号）による。 

第４条 条例第22条の３第１項に規定する届書は、産前産後期間に係る

国民健康保険税減額届書（様式第２号）による。 

（減免申請書等） （減免申請書等） 

第５条 条例第23条第２項に規定する申請書は、国民健康保険税減免申

請書（様式第２号）による。 

第５条 条例第23条第２項に規定する申請書は、国民健康保険税減免申

請書（様式第３号）による。 

２ 国民健康保険税の減免の可否の通知は、国民健康保険税減免決定通

知書又は国民健康保険税却下通知書による。 

２ 国民健康保険税の減免の可否の通知は、国民健康保険税減免決定（却

下）通知書（様式第４号）による。 

（納税通知書等） （納税通知書等） 

第６条 条例第24条に規定する納税通知書は、次の各号に掲げるとおり

とする。 

第６条 条例第24条に規定する納税通知書は、次の各号に掲げるとおり

とする。 

(1) 国民健康保険税納税通知書 (1) 国民健康保険税納税通知書（様式第５号） 

(2) 国民健康保険税納税通知書（過年度） (2) 国民健康保険税納税通知書（随時期分）（様式第６号） 

 (3)  国民健康保険税決定（更正）通知書 

 (4)  国民健康保険税決定（更正）通知書（過年度） 

(3) 国民健康保険税決定・変更通知書（様式第７号） 

（様式）  

第７条 この規則に定めのない書類の様式は、市長が別に定める。  

様式第１号 削除  

資料 ３－２ 



様式第４号から様式第７号まで 削除 

 様式第１号（第３条） 

 （略） 

様式第１号（第４条） 様式第２号（第４条） 

（略） （略） 

様式第２号（第５条第１項） 様式第３号（第５条第１項） 

（略） （略） 

 様式第４号（第５条第２項） 

 （略） 

 様式第５号（第６条） 

 （略） 

 様式第６号（第６条） 

 （略） 

 様式第７号（第６条） 

 （略） 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

 

 



（新） （旧）

資料２－２　（参考）様式新旧



（新） （旧）



（新） （旧）



（新） （旧）



（新） （旧）


